
 

「行政刷新会議の設置について」等の廃止について 

 

           

 

 

 

１ 行政刷新会議の設置について（平成 21 年９月 18 日閣議決定）を廃止す

る。 

 

２ 国家戦略会議の開催について（平成 23 年 10 月 21 日閣議決定）を廃止す

る。 

 

３ 行政改革実行本部の設置について（平成 24 年１月 31 日閣議決定）を廃

止する。 

 

 

平成 24 年 12 月 26 日

閣 議 決 定 


